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○ 総 務 省 令 第    号                                     

 電 波 法 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 百 三 十 一 号 ） の 規 定 に 基 づ き 、 及 び 同 法 を 実 施 す る た め 、 電 波 法 施 行

規 則 等 の 一 部 を 改 正 す る 省 令 を 次 の よ う に 定 め る 。 

  令 和   年   月   日 

                               総 務 大 臣  金 子  恭 之 

 電 波 法 施 行 規 則 等 の 一 部 を 改 正 す る 省 令 

  （ 電 波 法 施 行 規 則 の 一 部 改 正 ） 

第 一 条  電 波 法 施 行 規 則 （ 昭 和 二 十 五 年 電 波 監 理 委 員 会 規 則 第 十 四 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。 

 次 の 表 に よ り 、 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 （ 下 線 を 含 む 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。 ） を 付 し

た 部 分 を こ れ に 順 次 対 応 す る 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 を 付 し た 部 分 の よ う に 改 め 、 改 正 後 欄 に

掲 げ る そ の 標 記 部 分 に 二 重 傍 線 を 付 し た 規 定 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 対 象 規 定 」 と い う 。 ） は 、 こ

れ を 加 え る 。 

別
添

１
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  改  正  後  改  正  前 

（ 定 義 等 ） 

第 二 条 電 波 法 に 基 づ く 命 令 の 規 定 の 解 釈 に 関 し て は 、 別 に 規 定 す る も の の ほ か 、 次 の 定 義 に 従 う

も の と す る 。 

（ 定 義 等 ） 

第 二 条 ［ 同 上 ］ 

［ 一 ～ 三 十 七 の 六 略 ］ ［ 一 ～ 三 十 七 の 六 同 上 ］ 

三 十 七 の 七 「 衛 星 位 置 指 示 無 線 標 識 」 と は 、 人 工 衛 星 局 の 中 継 に よ り 、 並 び に 船 舶 局 及 び 航 空

機 局 に 対 し て 、 電 波 の 送 信 の 地 点 を 探 知 さ せ る た め の 信 号 を 送 信 す る 無 線 設 備 を い う 。 

三 十 七 の 七 「 衛 星 位 置 指 示 無 線 標 識 」 と は 、 人 工 衛 星 局 の 中 継 に よ り 、 及 び 航 空 機 局 に 対 し

て 、 電 波 の 送 信 の 地 点 を 探 知 さ せ る た め の 信 号 を 送 信 す る 無 線 設 備 を い う 。 

［ 三 十 七 の 八 略 ］ ［ 三 十 七 の 八 同 上 ］ 

三 十 八 「 衛 星 非 常 用 位 置 指 示 無 線 標 識 」 と は 、 遭 難 自 動 通 報 設 備 で あ つ て 、 船 舶 が 遭 難 し た 場

合 に 、 人 工 衛 星 局 の 中 継 に よ り 、 並 び に 船 舶 局 及 び 航 空 機 局 に 対 し て 、 当 該 遭 難 自 動 通 報 設 備

の 送 信 の 地 点 を 探 知 さ せ る た め の 信 号 を 送 信 す る も の を い う 。 

三 十 八 「 衛 星 非 常 用 位 置 指 示 無 線 標 識 」 と は 、 遭 難 自 動 通 報 設 備 で あ つ て 、 船 舶 が 遭 難 し た 場

合 に 、 人 工 衛 星 局 の 中 継 に よ り 、 及 び 航 空 機 局 に 対 し て 、 当 該 遭 難 自 動 通 報 設 備 の 送 信 の 地 点

を 探 知 さ せ る た め の 信 号 を 送 信 す る も の を い う 。 

［ 三 十 九 ～ 九 十 三 略 ］ ［ 三 十 九 ～ 九 十 三 同 上 ］ 

［ ２ 略 ］ ［ ２ 同 上 ］ 

（ 具 備 す べ き 電 波 等 ） （ 具 備 す べ き 電 波 等 ） 

第 十 二 条 ［ 略 ］ 第 十 二 条 ［ 同 上 ］ 

［ ２ ～ ８ 略 ］ ［ ２ ～ ８ 同 上 ］ 

９ 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 無 線 設 備 を 備 え る 無 線 局 は 、 当 該 無 線 設 備 に お い て 、 そ れ ぞ れ 同 表 の 下

欄 に 掲 げ る 電 波 を 送 る こ と が で き る も の で な け れ ば な ら な い 。 

９ ［ 同 上 ］ 

無 線 設 備 電 波 の 型 式 及 び 周 波 数 

［ 略 ］ ［ 略 ］ 

衛 星 非 常 用 位 置 指 示 無 線 標 識 Ａ 三 Ｘ 電 波 一 二 一 ・ 五 MH
z

、 Ｇ 一 Ｂ 電 波 又 は Ｇ 一 Ｄ 電 波 四 〇

六 ・ 〇 二 五 MH
z

、 四 〇 六 ・ 〇 二 八 MH
z

、 四 〇 六 ・ 〇 三 一 MH
z

、

四 〇 六 ・ 〇 三 七 MH
z

又 は 四 〇 六 ・ 〇 四 MH
z

並 び に Ｆ 一 Ｄ 電 波

一 六 一 ・ 九 七 五 MH
z

及 び 一 六 二 ・ 〇 二 五 MH
z

 

［ 略 ］ ［ 略 ］ 

設 備 規 則 第 四 十 五 条 の 三 の 五

に 規 定 す る 無 線 設 備 

Ａ 三 Ｘ 電 波 一 二 一 ・ 五 MH
z

、 Ｇ 一 Ｂ 電 波 又 は Ｇ 一 Ｄ 電 波 四 〇

六 ・ 〇 二 八 MH
z

、 四 〇 六 ・ 〇 三 一 MH
z

、 四 〇 六 ・ 〇 三 七 MH
z

又

は 四 〇 六 ・ 〇 四 MH
z

並 び に Ｆ 一 Ｄ 電 波 一 六 一 ・ 九 七 五 MH
z

及

び 一 六 二 ・ 〇 二 五 MH
z

 
 

無 線 設 備 電 波 の 型 式 及 び 周 波 数 

［ 同 上 ］ ［ 同 上 ］ 

衛 星 非 常 用 位 置 指 示 無 線 標 識 Ａ 三 Ｘ 電 波 一 二 一 ・ 五 MH
z

及 び Ｇ 一 Ｂ 電 波 四 〇 六 ・ 〇 二 五

MH
z

、 四 〇 六 ・ 〇 二 八 MH
z

、 四 〇 六 ・ 〇 三 一 MH
z

、 四 〇 六 ・ 〇

三 七 MH
z

又 は 四 〇 六 ・ 〇 四 MH
z

 

 

［ 同 上 ］ ［ 同 上 ］ 

設 備 規 則 第 四 十 五 条 の 三 の 五

に 規 定 す る 無 線 設 備 

Ａ 三 Ｘ 電 波 一 二 一 ・ 五 MH
z

及 び Ｇ 一 Ｂ 電 波 四 〇 六 ・ 〇 二 八

MH
z

、 四 〇 六 ・ 〇 三 一 MH
z

、 四 〇 六 ・ 〇 三 七 MH
z

又 は 四 〇 六 ・

〇 四 MH
z

 

 
 

［ 1
0

～ 1
3  略 ］ ［ 1
0

～ 1
3  同 上 ］ 

（ 遭 難 通 信 等 ） 

第 三 十 六 条 の 二 法 第 五 十 二 条 第 一 号 の 総 務 省 令 で 定 め る 方 法 は 、 次 の 各 号 に 定 め る も の と す る 。 

（ 遭 難 通 信 等 ） 
第 三 十 六 条 の 二 ［ 同 上 ］ 

［ 一 ～ 五 略 ］ ［ 一 ～ 五 同 上 ］ 

六 Ｇ 一 Ｂ 電 波 又 は Ｇ 一 Ｄ 電 波 四 〇 六 ・ 〇 二 五 MH
z

、 四 〇 六 ・ 〇 二 八 MH
z

、 四 〇 六 ・ 〇 三 一 MH
z

、 四

〇 六 ・ 〇 三 七 MH
z

又 は 四 〇 六 ・ 〇 四 MH
z

、 Ａ 三 Ｘ 電 波 一 二 一 ・ 五 MH
z

並 び に Ｆ 一 Ｄ 電 波 一 六 一 ・ 九

七 五 MH
z

及 び 一 六 二 ・ 〇 二 五 MH
z

を 使 用 し て 、 次 に 掲 げ る も の を 送 信 す る も の 

六 Ｇ 一 Ｂ 電 波 四 〇 六 ・ 〇 二 五 MH
z

、 四 〇 六 ・ 〇 二 八 MH
z

、 四 〇 六 ・ 〇 三 一 MH
z

、 四 〇 六 ・ 〇 三 七

MH
z

又 は 四 〇 六 ・ 〇 四 MH
z

及 び Ａ 三 Ｘ 電 波 一 二 一 ・ 五 MH
z

を 使 用 し て 、 次 に 掲 げ る も の を 送 信 す る

も の 

［ ⑴ ・ ⑵ 略 ］ ［ ⑴ ・ ⑵ 同 上 ］ 
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⑶ Ｆ 一 Ｄ 電 波 一 六 一 ・ 九 七 五 MH
z

及 び 一 六 二 ・ 〇 二 五 MH
z

は 、 別 図 第 六 号 に 定 め る 構 成 に よ る

信 号 

［ 新 設 ］ 
［ 七 ・ 八 略 ］ ［ 七 ・ 八 同 上 ］ 

［ ２ ・ ３ 略 ］ ［ ２ ・ ３ 同 上 ］ 

（ 定 期 検 査 を 行 わ な い 無 線 局 ） 

第 四 十 一 条 の 二 の 六 法 第 七 十 三 条 第 一 項 の 総 務 省 令 で 定 め る 無 線 局 は 、 次 の と お り と す る 。 

（ 定 期 検 査 を 行 わ な い 無 線 局 ） 

第 四 十 一 条 の 二 の 六 ［ 同 上 ］ 

［ 一 ～ 七 略 ］ ［ 一 ～ 七 同 上 ］ 

八 船 舶 局 で あ つ て 、 次 に 掲 げ る い ず れ か の 無 線 設 備 の み を 設 置 す る も の 。 八 ［ 同 上 ］ 

［ ⑴ ～ ⑶ 略 ］ ［ ⑴ ～ ⑶ 同 上 ］ 

⑷ ⑴ 又 は ⑵ に 掲 げ る 無 線 設 備 及 び 船 上 通 信 設 備  ［ 新 設 ］ 

［ 九 ～ 二 十 六 略 ］ ［ 九 ～ 二 十 六 同 上 ］ 

別 表 第 五 号 定 期 検 査 の 実 施 時 期 （ 第 四 十 一 条 の 四 関 係 ） 別 表 第 五 号 ［ 同 上 ］ 

［ 一 ～ 九 略 ］ ［ 一 ～ 九 同 上 ］ 

十 船 舶 局 十 ［ 同 上 ］ 

［ ⑴ ・ ⑵ 略 ］ ［ ⑴ ・ ⑵ 同 上 ］ 

⑶ 特 定 船 舶 局 で あ つ て Ｆ 二 Ｂ 電 波 又 は Ｆ 三 Ｅ 電 波 一 五 六 MH
z

か ら 一 五 七 ・ 四

五 MH
z

ま で の 周 波 数 を 使 用 す る 無 線 設 備 、 遭 難 自 動 通 報 設 備 （ 船 舶 安 全 法 第

二 条 の 規 定 に 基 づ く 命 令 に よ り 備 付 け を 要 す る も の を 除 く 。 ） 、 簡 易 型 船 舶

自 動 識 別 装 置 、 Ｖ Ｈ Ｆ デ ー タ 交 換 装 置 、 レ ー ダ ー 及 び 船 上 通 信 設 備 以 外 の 無

線 設 備 を 設 置 し な い も の 

 

 

 

 

五 年 
 

⑶ 特 定 船 舶 局 で あ つ て Ｆ 二 Ｂ 電 波 又 は Ｆ 三 Ｅ 電 波 一 五 六 MH
z

か ら 一 五 七 ・ 四 五

MH
z

ま で の 周 波 数 を 使 用 す る 無 線 設 備 、 遭 難 自 動 通 報 設 備 （ 船 舶 安 全 法 第 二 条

の 規 定 に 基 づ く 命 令 に よ り 備 付 け を 要 す る も の を 除 く 。 ） 、 簡 易 型 船 舶 自 動

識 別 装 置 、 Ｖ Ｈ Ｆ デ ー タ 交 換 装 置 及 び レ ー ダ ー 以 外 の 無 線 設 備 を 設 置 し な い

も の 

 

 

 

 

五 年 
 

 ［ ⑷ 略 ］  ［ ⑷ 同 上 ］ 

［ 十 一 ～ 三 十 二 略 ］ ［ 十 一 ～ 三 十 二 同 上 ］ 

別図第六号（第 36 条の２第１項第６号及び第８号関係） 別図第六号（第36条の２第１項第８号関係） 

［図略］ ［図同左］ 

［注１・注２ 略］ ［注１・注２ 同左］ 

注３ 捜索救助用位置指示送信装置においては、「９７０Ｘ１Ｘ２Ｙ１Ｙ２Ｙ３Ｙ４」の９桁の

数字であること（Ｘ１、Ｘ２、Ｙ１、Ｙ２、Ｙ３及びＹ４は０から９までの数字とす

る。）。 

   衛星非常用位置指示無線標識、及び衛星位置指示無線標識であつて、航海情報記録装

置又は簡易型航海情報記録装置を備えるものにおいては、「９７４Ｘ１Ｘ２Ｙ１Ｙ２Ｙ３Ｙ

４」の９桁の数字であること。 
 

注３ 「９７０Ｘ１Ｘ２Ｙ１Ｙ２Ｙ３Ｙ４」の９桁の数字であること（Ｘ１、Ｘ２、Ｙ１、Ｙ２、Ｙ

３及びＹ４は０から９までの数字とする。）。 

 

 

［注４ 略］ ［注４ 同左］ 

備 考 表 中 の ［ ］ の 記 載 及 び 対 象 規 定 の 二 重 傍 線 を 付 し た 標 記 部 分 を 除 く 全 体 に 付 し た 傍 線 は 注 記 で あ る 。 
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  （ 無 線 設 備 規 則 の 一 部 改 正 ） 

第 二 条  無 線 設 備 規 則 （ 昭 和 二 十 五 年 電 波 監 理 委 員 会 規 則 第 十 八 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。 

 次 の 表 に よ り 、 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 （ 下 線 を 含 む 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。 ） を 付 し

又 は 破 線 で 囲 ん だ 部 分 を こ れ に 順 次 対 応 す る 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 を 付 し 又 は 破 線 で 囲 ん だ

部 分 の よ う に 改 め 、 改 正 前 欄 及 び 改 正 後 欄 に 対 応 し て 掲 げ る そ の 標 記 部 分 に 二 重 傍 線 （ 二 重 下 線 を

含 む 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。 ） を 付 し た 規 定 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 対 象 規 定 」 と い う 。 ） は 、

改 正 前 欄 に 掲 げ る 対 象 規 定 を 改 正 後 欄 に 掲 げ る 対 象 規 定 と し て 移 動 し 、 改 正 後 欄 に 掲 げ る 対 象 規 定

で 改 正 前 欄 に こ れ に 対 応 す る も の を 掲 げ て い な い も の は 、 こ れ を 加 え る 。
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  改  正  後  改  正  前 

 （ 衛 星 非 常 用 位 置 指 示 無 線 標 識 ） 

第 四 十 五 条 の 二 Ｇ 一 Ｂ 電 波 又 は Ｇ 一 Ｄ 電 波 四 〇 六 MH
z

か ら 四 〇 六 ・ 一 MH
z

ま で 、 Ａ 三 Ｘ 電 波 一 二 一 ・

五 MH
z

並 び に Ｆ 一 Ｄ 電 波 一 六 一 ・ 九 七 五 MH
z

及 び 一 六 二 ・ 〇 二 五 MH
z

を 使 用 す る 衛 星 非 常 用 位 置 指 示 無

線 標 識 は 、 次 の 各 号 の 条 件 に 適 合 す る も の で な け れ ば な ら な い 。 

  （ 衛 星 非 常 用 位 置 指 示 無 線 標 識 ） 

第 四 十 五 条 の 二 Ｇ 一 Ｂ 電 波 四 〇 六 MH
z

か ら 四 〇 六 ・ 一 MH
z

ま で 及 び Ａ 三 Ｘ 電 波 一 二 一 ・ 五 MH
z

を 使 用 す

る 衛 星 非 常 用 位 置 指 示 無 線 標 識 は 、 次 の 各 号 の 条 件 に 適 合 す る も の で な け れ ば な ら な い 。 

一 一 般 的 条 件 一 一 般 的 条 件 

［ イ ～ リ 略 ］ ［ イ ～ リ 同 上 ］ 

ヌ 人 工 衛 星 向 け の 電 波 が 発 射 さ れ て い る こ と 及 び 人 工 衛 星 局 か ら 送 信 さ れ る 位 置 の 測 定 の た

め の 必 要 な 信 号 が 受 信 さ れ て い る こ と を 表 示 す る 機 能 を 有 す る こ と 。 

ヌ 人 工 衛 星 向 け の 電 波 が 発 射 さ れ て い る こ と を 表 示 す る 機 能 を 有 す る こ と 。 

［ ル ・ ヲ 略 ］ ［ ル ・ ヲ 同 上 ］ 

ワ 暗 闇 で 作 動 し 、 他 の 環 境 下 に お い て も 確 認 可 能 な 低 照 度 の 点 滅 灯 を 備 え る こ と 。 ［ 新 設 ］ 

カ 人 工 衛 星 局 か ら 送 信 さ れ る 位 置 の 測 定 の た め の 信 号 を 受 信 す る 装 置 を 有 し 、 当 該 装 置 に よ

り 計 算 さ れ た 位 置 に 関 す る 情 報 を 送 信 す る も の で あ る こ と 。 

［ 新 設 ］ 

二 送 信 装 置 の 条 件 二 ［ 同 上 ］ 

［ イ 略 ］ ［ イ 同 上 ］ 

  ロ Ｇ 一 Ｄ 電 波 を 使 用 す る 人 工 衛 星 向 け 装 置   ［ 新 設 ］ 

区 別 条 件 

送 信 周 波 数 安 定 度 一 六 六 ・ 七 ミ リ 秒 間 に 、 十 億 分 の 七 ・ 四 を 超 え て 変 動

し な い こ と 。 

送 信 立 ち 上 が り 時 間 送 信 開 始 後 送 信 出 力 が 空 中 線 電 力 の 九 〇 パ ー セ ン ト ま

で 上 昇 す る の に 要 す る 時 間 が 〇 ・ 五 ミ リ 秒 未 満 

送 信 立 ち 下 が り 時 間 送 信 終 了 後 、 送 信 電 力 が 空 中 線 電 力 の 九 ○ パ ー セ ン ト

か ら 一 〇 パ ー セ ン ト と な る ま で の 時 間 は 、 〇 ・ 五 ミ リ

秒 未 満 

変 調 方 式 オ フ セ ッ ト 四 相 位 相 変 調 

送 信 繰 り 返 し 周 期 三 〇 秒 及 び 一 二 〇 秒 （ 許 容 偏 差 は 、 五 秒 と す る 。 ） 
 

  

ハ ［ 略 ］ ロ ［ 同 上 ］ 

ニ Ｆ 一 Ｄ 電 波 一 六 一 ・ 九 七 五 MH
z

及 び 一 六 二 ・ 〇 二 五 MH
z

を 使 用 す る 船 舶 向 け 装 置 

区 別 条 件 

変 調 方 式 Ｇ Ｍ Ｓ Ｋ （ 最 小 偏 移 変 調 で あ つ て 、 ガ ウ ス 型 低 減 フ ィ

ル タ に よ り 帯 域 を 制 限 し た デ ジ タ ル 信 号 を 用 い る も の

を い う 。 以 下 同 じ 。 ） で あ る こ と 。 

伝 送 速 度 毎 秒 九 、 六 〇 〇 ビ ッ ト で あ る こ と 。 

変 調 指 数 〇 ・ 五 以 内 で あ る こ と 。 

等 価 等 方 輻 射 電 力 一 ワ ッ ト 以 上 で あ る こ と 。 

送 信 電 力 の 立 ち 上 り 時 間 送 信 開 始 後 、 送 信 電 力 が 安 定 状 態 の 八 〇 パ ー セ ン ト に

［ 新 設 ］ 
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達 す る ま で の 時 間 は 、 一 ミ リ 秒 以 内 で あ る こ と 。 

送 信 電 力 の 立 ち 下 り 時 間 送 信 終 了 後 、 送 信 電 力 が 五 〇 デ シ ベ ル 以 下 と な る ま で

の 時 間 は 、 〇 ・ 八 三 二 ミ リ 秒 以 内 で あ る こ と 。 
 

三 空 中 線 の 条 件 三 ［ 同 上 ］ 

［ イ 略 ］ ［ イ 同 上 ］ 

ロ Ｇ 一 Ｄ 電 波 を 使 用 す る 人 工 衛 星 向 け 装 置 ［ 新 設 ］ 

区 別 条 件 

水 平 面 に お け る 指 向 特 性 全 方 向 に お い て 無 指 向 性 

偏 波 右 旋 円 偏 波 又 は 直 線 偏 波 
 

 

ハ ［ 略 ］   ロ ［ 同 上 ］ 

［ 四 ・ 五 略 ］ ［ 四 ・ 五 同 上 ］ 

［ ２ 略 ］ ［ ２ 同 上 ］ 

（ 捜 索 救 助 用 位 置 指 示 送 信 装 置 ） 

第 四 十 五 条 の 三 の 三 の 二 捜 索 救 助 用 位 置 指 示 送 信 装 置 は 、 次 に 掲 げ る 条 件 に 適 合 す る も の で な け

れ ば な ら な い 。 

（ 捜 索 救 助 用 位 置 指 示 送 信 装 置 ） 

第 四 十 五 条 の 三 の 三 の 二 ［ 同 上 ］ 

［ 一 略 ］ ［ 一 同 上 ］ 

二 送 信 装 置 の 条 件 

区 別 条 件 

変 調 方 式 Ｇ Ｍ Ｓ Ｋ で あ る こ と 。 

 

 

［ 略 ］ ［ 略 ］ 
 

二 送 信 装 置 の 条 件 

区 別 条 件 

変 調 方 式 Ｇ Ｍ Ｓ Ｋ （ 最 小 偏 移 変 調 で あ つ て 、 ガ ウ ス 型 低 減 フ ィ

ル タ に よ り 帯 域 を 制 限 し た デ ジ タ ル 信 号 を 用 い る も の

を い う 。 以 下 同 じ 。 ） で あ る こ と 。 

［ 同 上 ］ ［ 同 上 ］ 
 

［ 三 ～ 五 略 ］ ［ 三 ～ 五 同 上 ］ 

（ 航 海 情 報 記 録 装 置 等 を 備 え る 衛 星 位 置 指 示 無 線 標 識 ） 

第 四 十 五 条 の 三 の 五 Ｇ 一 Ｂ 電 波 又 は Ｇ 一 Ｄ 電 波 四 〇 六 MH
z

か ら 四 〇 六 ・ 一 MH
z

ま で 、 Ａ 三 Ｘ 電 波 一 二

一 ・ 五 MH
z

並 び に Ｆ 一 Ｄ 電 波 一 六 一 ・ 九 七 五 MH
z

及 び 一 六 二 ・ 〇 二 五 MH
z

を 使 用 す る 衛 星 位 置 指 示 無 線

標 識 で あ つ て 、 船 舶 設 備 規 程 （ 昭 和 九 年 逓 信 省 令 第 六 号 ） 第 百 四 十 六 条 の 三 十 に 規 定 す る 航 海 情

報 記 録 装 置 又 は 船 舶 設 備 規 程 等 の 一 部 を 改 正 す る 省 令 （ 平 成 十 四 年 国 土 交 通 省 令 第 七 十 五 号 ） 附

則 第 二 条 第 九 項 に 規 定 す る 簡 易 型 航 海 情 報 記 録 装 置 を 備 え る も の は 、 第 四 十 五 条 の 二 第 一 項 各 号

の 条 件 に よ る ほ か 、 次 に 掲 げ る 条 件 に 適 合 す る も の で な け れ ば な ら な い 。 

［ 一 ・ 二 略 ］ 

三 人 工 衛 星 向 け の 信 号 、 航 空 機 が ホ ー ミ ン グ す る た め の 信 号 及 び 位 置 に 関 す る 信 号 を 七 日 間 に

四 十 八 時 間 以 上 送 信 す る こ と が で き る こ と 。 

［ 四 略 ］ 

 

（ 航 海 情 報 記 録 装 置 等 を 備 え る 衛 星 位 置 指 示 無 線 標 識 ） 

第 四 十 五 条 の 三 の 五 Ｇ 一 Ｂ 電 波 四 〇 六 MH
z

か ら 四 〇 六 ・ 一 MH
z

ま で 及 び Ａ 三 Ｘ 電 波 一 二 一 ・ 五 MH
z

を 使

用 す る 衛 星 位 置 指 示 無 線 標 識 で あ つ て 、 船 舶 設 備 規 程 （ 昭 和 九 年 逓 信 省 令 第 六 号 ） 第 百 四 十 六 条

の 三 十 に 規 定 す る 航 海 情 報 記 録 装 置 又 は 船 舶 設 備 規 程 等 の 一 部 を 改 正 す る 省 令 （ 平 成 十 四 年 国 土

交 通 省 令 第 七 十 五 号 ） 附 則 第 二 条 第 九 項 に 規 定 す る 簡 易 型 航 海 情 報 記 録 装 置 を 備 え る も の は 、 第

四 十 五 条 の 二 第 一 項 各 号 の 条 件 に よ る ほ か 、 次 に 掲 げ る 条 件 に 適 合 す る も の で な け れ ば な ら な

い 。 
［ 一 ・ 二 同 上 ］ 

三 人 工 衛 星 向 け の 信 号 と 航 空 機 が ホ ー ミ ン グ す る た め の 信 号 を 七 日 間 に 四 十 八 時 間 以 上 送 信 す

る こ と が で き る こ と 。 

［ 四 同 上 ］ 

 

別表第一号（第５条関係） 別表第一号（第５条関係） 
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［表略］ 

［注１～27 略］ 

28 衛星非常用位置指示無線標識、携帯用位置指示無線標識及び第45条の３の５に規定する無

線設備の送信設備に使用する次の電波の許容偏差は，この表に規定する値にかかわらず，次

のとおりとする。 

⑴ Ｇ１Ｂ電波又はＧ１Ｄ電波406MHzから406.1MHzまでのもの ５kHz 

［⑵ 略］ 

   ⑶ Ｆ１Ｄ電波161.975MHz及び162.025MHzのもの 500Hz 

  ［29～57 略］ 

［表同左］ 

［注１～27 同左］ 

28 衛星非常用位置指示無線標識、携帯用位置指示無線標識及び第45条の３の５に規定する無

線設備の送信設備に使用する次の電波の許容偏差は，この表に規定する値にかかわらず，次

のとおりとする。 

⑴ Ｇ１Ｂ電波406MHzから406.1MHzまでのもの ５kHz 

［⑵ 同左］ 

［新設］ 

［29～57 同左］ 

別表第二号（第６条関係） 

 第１ 占有周波数帯幅の許容値の表 

電波の型式 占有周波数帯幅

の許容値 

備考 

［略］ ［略］ ［略］ 

Ｆ１Ｂ 

Ｆ１Ｄ 

［略］ ［略］ 

16kHz 161.975MHz及び162.025MHzの周波数の電波を使用する

衛星非常用位置指示無線標識、船舶自動識別装置、簡

易型船舶自動識別装置及び捜索救助用位置指示送信装

置 

［略］ ［略］ 

［略］ ［略］ ［略］ 

Ｇ１Ｂ 20kHz 406MHzを超え406.1MHzまでの周波数の電波を使用する

衛星非常用位置指示無線標識、携帯用位置指示無線標

識、第45条の３の５に規定する無線設備及び航空機用

救命無線機 

Ｇ１Ｄ 20kHz 406MHzから406.1MHzまでの周波数の電波を使用する衛

星非常用位置指示無線標識及び第45条の３の５に規定

する無線設備 

［略］ ［略］ ［略］ 

［第２～第77 略］ 

別表第二号（第６条関係） 

 第１ 占有周波数帯幅の許容値の表 

電波の型式 占有周波数帯幅

の許容値 

備考 

［同左］ ［同左］ ［同左］ 

Ｆ１Ｂ 

Ｆ１Ｄ 

［同左］ ［同左］ 

16kHz 船舶自動識別装置、簡易型船舶自動識別装置及び捜索

救助用位置指示送信装置 

 

 

［同左］ ［同左］ 

［同左］ ［同左］ ［同左］ 

Ｇ１Ｂ 20kHz 406MHzを超え406.1MHzまでの周波数の電波を使用する

衛星非常用位置指示無線標識、携帯用位置指示無線標

識、第45条の３の５に規定する無線設備及び航空機用

救命無線機 

 

 

 

  

［同左］ ［同左］ ［同左］ 

［第２～第77 同左］ 

別表第三号（第７条関係） 

 ［１～11 略］ 

12 生存艇及び救命浮機の送信設備、双方向無線電話、船舶航空機間双方向無線電話、捜索救助

用レーダートランスポンダ、捜索救助用位置指示送信装置、161.975MHz及び162.025MHzの周波

数の電波を使用する衛星非常用位置指示無線標識並びに航空機用救命無線機の帯域外領域にお

けるスプリアス発射の強度の許容値及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値の規

定は適用しない。 

別表第三号（第７条関係） 

 ［１～11 同左］ 

12 生存艇及び救命浮機の送信設備、双方向無線電話、船舶航空機間双方向無線電話、捜索救助

用レーダートランスポンダ、捜索救助用位置指示送信装置並びに航空機用救命無線機の帯域外

領域におけるスプリアス発射の強度の許容値及びスプリアス領域における不要発射の強度の許

容値の規定は適用しない。 
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［13～69 略］ ［13～69 同左］ 

備 考 表 中 の ［ ］ の 記 載 及 び 対 象 規 定 の 二 重 傍 線 を 付 し た 標 記 部 分 を 除 く 全 体 に 付 し た 傍 線 は 注 記 で あ る 。 
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（ 無 線 機 器 型 式 検 定 規 則 の 一 部 改 正 ） 

第 三 条  無 線 機 器 型 式 検 定 規 則 （ 昭 和 三 十 六 年 郵 政 省 令 第 四 十 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。 

 次 の 表 に よ り 、 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 の 下 線 を 付 し た 部 分 を こ れ に 順 次 対 応 す る 改 正 後 欄 に 掲 げ

る 規 定 の 下 線 を 付 し た 部 分 の よ う に 改 め 、 改 正 前 欄 及 び 改 正 後 欄 に 対 応 し て 掲 げ る そ の 標 記 部 分 に

二 重 下 線 を 付 し た 規 定 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 対 象 規 定 」 と い う 。 ） は 、 改 正 前 欄 に 掲 げ る 対 象 規

定 を 改 正 後 欄 に 掲 げ る 対 象 規 定 と し て 移 動 し 、 改 正 後 欄 に 掲 げ る 対 象 規 定 で 改 正 前 欄 に こ れ に 対 応

す る も の を 掲 げ て い な い も の は 、 こ れ を 加 え る 。
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改  正  後 改  正  前 

別表第一号 機器の構造及び性能条件（第２条関係） 別表第一号 機器の構造及び性能条件（第２条関係） 

 機種 条件   機種 条件  

 ［略］ ［略］   ［同左］ ［同左］  

 船

舶

に

施

設

す

る

救

命

用

の

無

線

設

備

の

機

器 

［略］ ［略］   ［

同

左

］ 

［同左］ ［同左］  

 衛星非常用位

置指示無線標

識 

１ 設備規則第45条の２第１項に規定する衛星非常用位置指示無線

標識 

⑴ Ｇ１Ｂ電波又はＧ１Ｄ電波406.031MHz、Ａ３Ｘ電波121.5MHz

並びにＦ１Ｄ電波161.975MHz及び162.025MHzを使用するもので

あること。 

［⑵ 略］ 

⑶ 符号形式又は変調方式は，設備規則第45条の2第1項第2号の

条件に適合するものであること。 

［⑷・⑸ 略］ 

２ 設備規則第45条の２第２項に規定する衛星非常用位置指示無線

標識 

⑴ Ｇ１Ｂ電波406.031MHz及びＡ３Ｘ電波121.5MHzを使用するも

のであること。 

⑵ １の(3)及び(4)の条件に適合するものであること。 

⑶ ［略］ 

⑷ ［略］ 

⑸ ［略］ 

  衛星非常用位

置指示無線標

識 

１ 設備規則第45条の２第１項に規定する衛星非常用位置指示無線

標識 

⑴ Ｇ１Ｂ電波406.031MHz及びＡ３Ｘ電波121.5MHzを使用するも

のであること。 

 

［⑵ 同左］ 

⑶ 符号形式は，設備規則第45条の2第1項第2号の条件に適合す

るものであること。 

［⑷・⑸ 同左］ 

２ 設備規則第45条の２第２項に規定する衛星非常用位置指示無線

標識 

［新設］ 

 

⑴ １の(1)，(3)及び(4)の条件に適合するものであること。 

⑵ ［同左］ 

⑶ ［同左］ 

⑷ ［同左］ 

 

 ［略］ ［略］   ［同左］ ［同左］  

 ［略］ ［略］   ［同左］ ［同左］  

  

備 考 表 中 ［ ］ の 記 載 及 び 対 象 規 定 の 二 重 下 線 を 付 し た 標 記 部 分 を 除 く 全 体 に 付 し た 下 線 は 注 記 で あ る 。 
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附  則                                     

( 施 行 期 日 )  

１  こ の 省 令 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 

( 経 過 措 置 )  

２  衛 星 非 常 用 位 置 指 示 無 線 標 識 、 及 び 衛 星 位 置 指 示 無 線 標 識 で あ つ て 、 航 海 情 報 記 録 装 置 又 は 簡

易 型 航 海 情 報 記 録 装 置 を 備 え る も の の 条 件 は 、 改 正 後 の 設 備 規 則 第 四 十 五 条 の 二 及 び 第 四 十 五 条

の 三 の 五 の 規 定 に か か わ ら ず 、 令 和 六 年 一 月 一 日 ま で は 、 な お 従 前 の 例 に よ る こ と が で き る 。 

３  令 和 六 年 一 月 一 日 に 現 に 船 舶 に 設 置 し て い る 型 式 に つ い て 総 務 大 臣 の 検 定 に 合 格 し た 効 力 を 有

す る 衛 星 非 常 用 位 置 指 示 無 線 標 識 、 及 び 衛 星 位 置 指 示 無 線 標 識 で あ つ て 、 航 海 情 報 記 録 装 置 又 は

簡 易 型 航 海 情 報 記 録 装 置 を 備 え る も の は 、 当 該 設 置 が 継 続 す る 限 り 、 な お そ の 効 力 を 有 す る 。 

４  令 和 六 年 一 月 一 日 に 現 に 船 舶 に 設 置 し て い る 衛 星 非 常 用 位 置 指 示 無 線 標 識 、 及 び 衛 星 位 置 指 示

無 線 標 識 で あ つ て 、 航 海 情 報 記 録 装 置 又 は 簡 易 型 航 海 情 報 記 録 装 置 を 備 え る も の に つ い て は 、 こ

の 省 令 に よ る 改 正 後 の 設 備 規 則 第 四 十 五 条 の 二 及 び 第 四 十 五 条 の 三 の 五 の 規 定 に か か わ ら ず 、 当

該 設 置 が 継 続 す る 限 り 、 な お 従 前 の 例 に よ る こ と が で き る 。 

 



一 頁 

○ 総 務 省 告 示 第    号                                     

 無 線 設 備 規 則 ( 昭 和 二 十 五 年 電 波 監 理 委 員 会 規 則 第 十 八 号 ) 第 十 四 条 第 三 項 、 第 四 十 五 条 の 二 第 一

項 第 五 号 、 第 二 項 第 五 号 及 び 第 三 項 第 四 号 並 び に 別 表 第 三 号 の 1
3 の 規 定 に 基 づ き 、 平 成 十 七 年 総 務 省

告 示 第 千 二 百 二 十 五 号 （ 衛 星 非 常 用 位 置 指 示 無 線 標 識 の 技 術 的 条 件 を 定 め る 件 ） の 一 部 を 次 の よ う に

改 正 す る 。 

  令 和   年   月   日 

                               総 務 大 臣  金 子  恭 之 

 次 の 表 に よ り 、 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 の 下 線 を 付 し た 部 分 を こ れ に 順 次 対 応 す る 改 正 後 欄 に 掲 げ る

規 定 の 下 線 を 付 し た 部 分 の よ う に 改 め 、 改 正 前 欄 及 び 改 正 後 欄 に 対 応 し て 掲 げ る そ の 標 記 部 分 に 二 重

下 線 を 付 し た 規 定 （ 以 下 「 対 象 規 定 」 と い う 。 ） は 、 改 正 前 欄 に 掲 げ る 対 象 規 定 を 改 正 後 欄 に 掲 げ る

対 象 規 定 と し て 移 動 し 、 改 正 後 欄 に 掲 げ る 対 象 規 定 で 改 正 前 欄 に こ れ に 対 応 す る も の を 掲 げ て い な い

も の は 、 こ れ を 加 え る 。 

別
添

２
 



 

二 頁 

 
  改  正  後 改  正  前 

一 衛星非常用位置指示無線標識は、次の条件に適合すること。 一 ［同左］ 

 ［１～４ 略］  ［１～４ 同左］ 

５ 視認でき、かつ、暗視装置での確認が可能な低照度の点滅灯を備えること。  ［新設］ 

二 設備規則第四十五条の二第一項の衛星非常用位置指示無線標識は、前項に掲げるもののほ

か、次の条件に適合すること。 

二 ［同左］ 

１ 人工衛星向けの信号にＧ一Ｂ電波又はＧ一Ｄ電波四〇六・〇二五MHz、四〇六・〇二八

MHz、四〇六・〇三一MHz、四〇六・〇三七MHz又は四〇六・〇四MHz、航空機がホーミングす

るための信号にＡ三Ｘ電波一二一・五MHz並びに位置に関する信号にＦ一Ｄ電波一六一・九七

五MHz及び一六二・〇二五MHzを使用するものであること。 

１ 人工衛星向けの信号にＧ一Ｂ電波四〇六・〇二五MHz、四〇六・〇二八MHz、四〇六・〇三

一MHz、四〇六・〇三七MHz又は四〇六・〇四MHz及び航空機がホーミングするための信号にＡ

三Ｘ電波一二一・五MHzを使用するものであること。 

［２ 略］ ［２ 同左］ 

３ Ｇ一Ｄ電波を使用する人工衛星向け装置は、次の条件に適合するものであること。 ［新設］ 

(一) 前号(一)、(二)及び(五)に掲げるもの  

(二) 送信空中線の等価等方輻射電力（１ミリワットを〇デシベルとする。）の許容値は、下

表のとおりとする。なお、各仰角における輻射電力の値のうち、六十五パーセントを超え

るものが許容値の範囲内にあり、かつ、五十五度以下の各仰角における輻射電力の値は、

九〇パーセント以上が許容値の範囲内にあること。また、水平面における指向特性は無指

向とし、33デシベル以上45デシベル以下であること。 

仰角（度）

（注） 
10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 

等価等方輻

射電力の最

大 許 容 値  

（dBm） 

45 45 45 45 45 45 45 45 45 44 44 44 44 44 44 44 

等価等方輻

射電力の最

小 許 容 値

（dBm）   

34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 33 33 33 33 33 

注 送信空中線の輻射の中心からみた地表線の仰角をいい、度で表す。 

 

(三) 帯域外領域における不要発射の強度の許容値は、別図のとおりであること。  

(四) 送信信号は、次の条件に適合するものであること。  

⑴ 構成は、国際的なコスパス・サーサット計画協定に基づいた技術仕様に適合するもの

であること。 

 

⑵ 自己診断モードで送信する各信号の送信継続時間は三秒以内とし、かつ、送信回数は

一回であること。 

 

⑶ 誤り検定符号はBCH符号とし、その生成多項式は、次のとおりとする。 

G1(X)＝1＋X2+X3+X4+X8 
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G3(X)＝G1(X)・(1＋X＋X2＋X4＋X5＋X6＋X8) 

G5(X)＝G3(X)・(1＋X＋X4＋X5＋X6＋X7＋X8) 

G7(X)＝G5(X)・(1＋X3＋X5＋X6＋X8) 

G9(X)＝G7(X)・(1＋X2＋X3＋X4＋X5＋X7＋X8) 

G11(X)＝G9(X)・(1＋X＋X2＋X5＋X6＋X7＋X8) 

＝1＋X＋X2＋X4＋X7＋X10＋X11＋X12＋X13＋X16＋X17＋X18＋X19＋X20＋X22＋X23＋X24＋X26＋X31

＋X32＋X33＋X35＋X37＋X38＋X39＋X40＋X41＋X42＋X46＋X47＋X48 

⑷ 伝送速度は、毎秒三〇〇ビットであること。  

４ Ａ三Ｘ電波を使用する航空機向け装置は、次の条件に適合するものであること。 ３ Ａ三Ｘ電波を使用する航空機向け装置は、次の条件に適合するものであること。 

(一) 航空機がホーミングするための信号は、当該装置により連続送信するものとし、送信時

間の割合が2,250ミリ秒当たり五十パーセント以上となること。ただし、当該航空機がホー

ミングするための信号の送信が、前二号の装置による人工衛星向けの信号の送信により最

大二秒間中断される場合及び第五号の装置による信号の送信により最大五十ミリ秒間中断

される場合は、この限りでない。 

(一) 航空機がホーミングするための信号は、当該装置により連続送信するものであること。

ただし、前号の装置による人工衛星向けの信号の送信により当該航空機がホーミングするた

めの信号の送信が最大二秒間中断される場合は、この限りでない。 

［(二)～(四) 略］ ［(二)～(四) 同左］ 

５ Ｆ一Ｄ電波を使用する装置は、次の条件に適合するものであること。 ［新設］ 

(一) 電源投入後、一分以内に通報の送信を開始するものであること。  

(二) 第二号の装置による人工衛星向けの信号の送信を妨げないものであること。  

(三) 平成二十一年総務省告示第五百六十五号（無線設備規則第十四条第三項及び第四十五条

の三の三の二第五号の規定に基づく捜索救助用位置指示送信装置の技術的条件を定める

件）第一号から第三号までのとおりであること。  

 

［三 略］ ［三 同左］ 

別図 帯域外領域における不要発射の強度の許容値 別図 帯域外領域における不要発射の強度の許容値 

［１ 略］ ［１ 同左］ 

２ G1D電波を使用する人工衛星向け信号 

     

注：送信バースト時間内の平均等価等方輻射電力とする。 

［新設］ 

３ ［略］ ２ ［同左］ 

備 考 表 中 の ［ ］ の 記 載 及 び 対 象 規 定 の 二 重 下 線 を 付 し た 標 記 部 分 を 除 く 全 体 に 付 し た 下 線 は 注 記 で あ る 。 



 

四 頁 

 



一 頁 

○ 総 務 省 告 示 第    号                                     

 無 線 設 備 規 則 （ 昭 和 二 十 五 年 電 波 監 理 委 員 会 規 則 第 十 八 号 ） 第 十 四 条 第 三 項 、 第 四 十 五 条 の 三 の 五

第 四 号 及 び 別 表 第 三 号 の 1
3 の 規 定 に 基 づ き 、 平 成 十 八 年 総 務 省 告 示 第 六 百 七 号 （ 設 備 規 則 第 四 十 五 条

の 三 の 五 に 規 定 す る 無 線 設 備 の 技 術 的 条 件 を 定 め る 件 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。 

  令 和   年   月   日 

                               総 務 大 臣  金 子  恭 之 

 次 の 表 に よ り 、 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 の 下 線 を 付 し た 部 分 を こ れ に 順 次 対 応 す る 改 正 後 欄 に 掲 げ る

規 定 の 下 線 を 付 し た 部 分 の よ う に 改 め 、 改 正 前 欄 及 び 改 正 後 欄 に 対 応 し て 掲 げ る そ の 標 記 部 分 に 二 重

下 線 を 付 し た 規 定 （ 以 下 「 対 象 規 定 」 と い う 。 ） は 、 そ の 標 記 部 分 が 同 一 の も の は 当 該 対 象 規 定 を 改

正 後 欄 に 掲 げ る も の の よ う に 改 め 、 そ の 標 記 部 分 が 異 な る も の は 改 正 前 欄 に 掲 げ る 対 象 規 定 を 改 正 後

欄 に 掲 げ る 対 象 規 定 と し て 移 動 し 、 改 正 前 欄 に 掲 げ る 対 象 規 定 で 改 正 後 欄 に こ れ に 対 応 す る も の を 掲

げ て い な い も の は 、 こ れ を 削 り 、 改 正 後 欄 に 掲 げ る 対 象 規 定 で 改 正 前 欄 に こ れ に 対 応 す る も の を 掲 げ

て い な い も の は 、 こ れ を 加 え る 。 

別
添

３
 



 

二 頁 

 
  改  正  後 改  正  前 

 

設備規則第四十五条の三の五に規定する無線設備は、次に掲げる条件に適合すること。 

 

設備規則第四十五条の三の五に規定する無線設備は、次に掲げる条件に適合すること。 

［一～四 略］ ［一～四 同上］ 

五 人工衛星向けの信号にＧ一Ｂ電波又はＧ一Ｄ電波四〇六・〇二八MHz、四〇六・〇三一MHz、

四〇六・〇三七MHz又は四〇六・〇四MHz、航空機がホーミングするための信号にＡ三Ｘ電波一

二一・五MHz並びに位置に関する信号にＦ一Ｄ電波一六一・九七五MHz及び一六二・〇二五MHzを

使用するものであること。 

五 人工衛星向けの信号にＧ一Ｂ電波四〇六・〇二八MHz、四〇六・〇三一MHz、四〇六・〇三七

MHz又は四〇六・〇四MHz及び航空機がホーミングするための信号にＡ三Ｘ電波一二一・五MHzを

使用するものであること。 

六 Ｇ一Ｂ電波を使用する人工衛星向け装置は、平成十七年総務省告示第千二百二十五号（衛星

非常用位置指示無線標識の技術的条件を定める件。以下「告示第千二百二十五号」という。）

第二項第二号(一)から(六)まで（(六)⑷は除く。）に掲げる各条件に適合するものであること。 

六 Ｇ一Ｂ電波を使用する人工衛星向け装置は、次の条件に適合するものであること。 

［削る］ １ 空中線端子を短絡又は開放しても故障しないこと。 

［削る］ ２ 偶発的に電波の発射が連続して行われるときは、四十五秒以内にその発射を停止できるこ

と。 

［削る］ ３ 周波数の変動（十五分間の変動における直線回帰の一分当たりの傾斜の値をいう。）は十

億分の一以下であり、かつ、直線回帰により求められた直線からのばらつきは十億分の三以

下であること。 

［削る］ ４ 空中線電力は、五ワット（許容偏差は、(±)二デシベルとする。）であること。 

［削る］ ５ 帯域外領域における不要発射の強度の許容値は、平成十七年総務省告示第千二百二十五号

（衛星非常用位置指示無線標識の技術的条件を定める件。以下「告示第千二百二十五号」と

いう。）別図のとおりであること。 

［削る］ ６ 送信信号は、次の条件に適合するものであること。 

(一) 構成は、国際的なコスパス・サーサット計画協定に基づいた技術仕様に適合するもので

あること。 

(二) 自己診断モードで送信する信号の送信時間にあっては、四四〇ミリ秒又は五二〇ミリ秒

（許容偏差は、それぞれ（±）一パーセントとする。）であり、かつ、送信回数は一回で

あること。 

(三) 誤り検定符号はBCH符号とし、その生成多項式は、次のとおりとする。 

G1(X)＝1＋X3＋X7 

G3(X)＝G1(X)・(1＋X＋X2＋X3＋X7) 

G5(X)＝G3(X)・(1＋X2＋X3＋X4＋X7) 

＝1＋X＋X5＋X6＋X7＋X8＋X11＋X12＋X14＋X15＋X17＋X18＋X21 

七 Ｇ一Ｄ電波を使用する人工衛星向け装置は、告示第千二百二十五号第二項第三号(一)から(三)ま

でに掲げる各条件に適合するものであること。 

［新設］ 

八 Ａ三Ｘ電波を使用する航空機向け装置は、次の条件に適合するものであること。 七 Ａ三Ｘ電波を使用する航空機向け装置は、次の条件に適合するものであること。 

１ 航空機がホーミングするための信号には、別表の信号を前置すること。 １ 航空機がホーミングするための信号には、別表の信号を前置するものとし、当該装置によ

り連続送信するものであること。ただし、前項の装置による人工衛星向けの信号の送信により



 

三 頁 

 

当該航空機がホーミングするための信号の送信が最大二秒間中断される場合は、この限りでな

い。 

２ 告示第千二百二十五号第二項第四号(一)から(四)までに掲げる各条件に適合するものであるこ

と。 

２ 前号ただし書に規定する中断の後、航空機がホーミングするための信号を再送信する場合

には、当該信号の搬送波の周波数偏移は、(±)三〇Hz以内であること。 

［削る］ ３ 尖頭実効輻
ふく

射電力（送信機から空中線に供給される尖頭電力と与えられた方向における空

中線の相対利得との積の値をいう。）は、五〇ミリワット（許容偏差は、(±)三デシベルと

する。）であること。 

［削る］ ４ 帯域外領域における不要発射の強度の許容値は、告示第千二百二十五号別図のとおりであ

ること。 

［別表略］ ［別表同左］ 

備 考 表 中 の ［ ］ の 記 載 及 び 対 象 規 定 の 二 重 下 線 を 付 し た 標 記 部 分 を 除 く 全 体 に 付 し た 下 線 は 注 記 で あ る 。 



 

○ 総 務 省 告 示 第   号                                     

 無 線 局 運 用 規 則 ( 昭 和 二 十 五 年 電 波 監 理 委 員 会 規 則 第 十 七 号 ) 第 百 五 十 三 条 第 五 号 の 規 定 に 基 づ き 、

平 成 十 七 年 九 月 二 十 九 日 総 務 省 告 示 第 一 〇 九 六 号 （ 一 二 一 ・ 五 MHz の 周 波 数 の 電 波 を 使 用 す る 試 験 信

号 の 送 信 を 行 う 方 法 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。 

  令 和  年  月  日 

                               総 務 大 臣  金 子  恭 之 

 次 の 表 に よ り 、 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 を 付 し た 部 分 を こ れ に 対 応 す る 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定

の 傍 線 を 付 し た 部 分 の よ う に 改 め る 。 

 

別
添

４
 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

  改  正  後  改  正  前 

［ 一 略 ］ ［ 一 同 上 ］ 

二 試 験 信 号 の 送 信 は 、 毎 時 〇 分 か ら 五 分 ま で の 間 に 限 り 行 う も の と し 、 そ の 送 信 時 間 は 、 五 秒

以 内 か つ 必 要 最 小 限 で あ る こ と 。 た だ し 、 落 雷 等 に よ り 真 に 緊 急 を 要 し 試 験 信 号 を 送 信 す る 場 合

に お い て は 、 毎 時 〇 分 か ら 五 分 ま で の 間 に 加 え て 毎 時 二 五 分 か ら 三 ○ 分 ま で の 間 の 送 信 も 可 能 と

す る 。 

二 試 験 信 号 の 送 信 は 、 毎 時 〇 分 か ら 五 分 ま で の 間 に 限 り 行 う も の と し 、 そ の 送 信 時 間 は 、 五 秒

以 内 か つ 必 要 最 小 限 で あ る こ と 。 

［ 三 略 ］ ［ 三 同 上 ］ 

備 考 表 中 の ［ ］ の 記 載 は 注 記 で あ る 。 



一 頁 
 

○ 総 務 省 告 示 第    号                                     

 無 線 設 備 規 則 （ 昭 和 二 十 五 年 電 波 監 理 委 員 会 規 則 第 十 八 号 ） 別 表 第 二 号 第 ４ の 規 定 に 基 づ き 、 平 成

十 九 年 総 務 省 告 示 第 五 百 八 号 （ 無 線 設 備 規 則 別 表 第 二 号 第 ４ の 規 定 に 基 づ き 、 総 務 大 臣 が 定 め る 無 線

設 備 を 定 め る 件 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。 

  令 和   年   月   日 

                               総 務 大 臣  金 子  恭 之 

 次 の 表 に よ り 、 改 正 前 欄 及 び 改 正 後 欄 に 対 応 し て 掲 げ る そ の 標 記 部 分 に 二 重 傍 線 を 付 し た 規 定 （ 以

下 「 対 象 規 定 」 と い う 。 ） は 、 改 正 前 欄 に 掲 げ る 対 象 規 定 を 改 正 後 欄 に 掲 げ る 対 象 規 定 と し て 移 動 し

、 改 正 後 欄 に 掲 げ る 対 象 規 定 で 改 正 前 欄 に こ れ に 対 応 す る も の を 掲 げ て い な い も の は 、 こ れ を 加 え る

。
別

添
５

 



 

二 頁 

 

 

改  正  後 改  正  前 

［ 一 ～ 十 一 略 ］ ［ 一 ～ 十 一 同 上 ］ 

十 二 宇 宙 無 線 通 信 を 行 う 無 線 局 の 無 線 設 備 （ 第 一 項 か ら 第 四 項 ま で 及 び 第 七 項 か ら 第 十 一 項 ま

で に 掲 げ る も の を 除 く 。 ） 

［ 新 設 ］ 

十 三 ［ 略 ］ 十 二 ［ 同 上 ］ 

備 考 表 中 ［ ］ の 記 載 及 び 対 象 規 定 の 二 重 傍 線 を 付 し た 標 記 部 分 を 除 く 全 体 に 付 し た 傍 線 は 注 記 で あ る 。 


